














































各種相談機関・窓口

秋田県警察本部

①　各種相談の総合相談受付（受付時間　平日8：30～17：00）

　　県民安全相談センター　♯9110　または018-864-9110

②　被害者支援窓口（犯罪被害者等給付金の申請等）

　　警務部警務課犯罪被害者支援室　018-863-1111

③　犯罪の被害にあわれた少年に関する相談窓口
　　生活安全部人身安全対策課少年サポートセンター　やまびこ電話　018-824-1212

④　性犯罪の相談（警察官が対応、夜間・休日は当直対応）
　　性犯罪被害相談電話　♯8103　または0120-028-110（フリーダイヤル）

相談機関①　警察

相談機関②　検察庁

秋田県警察本部

全国の支援制度の情報等

電話　018-863-1111　 
ホームページ https://www.police.pref.akita.lg.jp

犯罪被害にあわれた方・支援者のためのポータルサイト
「ギュっとCH（チャンネル）」
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/index.html

秋田地方検察庁

全国の地方検察庁の被害者
ホットライン窓口

電話・FAX　018-862-5572

検察庁ホームページ
https://www.kensatsu.go.jp

※ ♯9110と♯8103は、一部のＩＰ電話など、相談される方の電話の種類によってはつながらない場合があります。

※

※

　被害者が検察庁へ気軽に被害相談や事件に対する問い合わせを行うことができるように専用
電話として「被害者ホットライン」が全国の地方検察庁に設けられています。
　「被害者ホットライン」は、電話、ファックスでの利用が可能となっております。夜間や休
日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので、ご利用ください。

相談機関③　保護観察所

秋田保護観察所
犯罪被害者等相談窓口

法務省

秋田市山王七丁目１番２号　秋田地方法務合同庁舎
電話　018-862-4718

更生保護における犯罪被害者等施策ホームページ
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim.html

　全国の保護観察所には、被害者担当官及び被害者担当保護司が配置されており、被害者からの
電話や来庁による相談や問い合わせに応じ、悩みや不安等を聞いたり、各種制度の説明や関係機
関の紹介等を行っています。
※　詳細は、13ページの『⑥保護観察所の被害者支援制度』を参考にしてください。
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各種相談機関・窓口

秋田県警察本部

①　各種相談の総合相談受付（受付時間　平日8：30～17：00）

　　県民安全相談センター　♯9110　または018-864-9110

②　被害者支援窓口（犯罪被害者等給付金の申請等）

　　警務部警務課犯罪被害者支援室　018-863-1111

③　犯罪の被害にあわれた少年に関する相談窓口
　　生活安全部人身安全対策課少年サポートセンター　やまびこ電話　018-824-1212

④　性犯罪の相談（警察官が対応、夜間・休日は当直対応）
　　性犯罪被害相談電話　♯8103　または0120-028-110（フリーダイヤル）

相談機関①　警察

相談機関②　検察庁

秋田県警察本部

全国の支援制度の情報等

電話　018-863-1111　 
ホームページ https://www.police.pref.akita.lg.jp

犯罪被害にあわれた方・支援者のためのポータルサイト
「ギュっとCH（チャンネル）」
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/index.html

秋田地方検察庁

全国の地方検察庁の被害者
ホットライン窓口

電話・FAX　018-862-5572

検察庁ホームページ
https://www.kensatsu.go.jp

※ ♯9110と♯8103は、一部のＩＰ電話など、相談される方の電話の種類によってはつながらない場合があります。

※

※

　被害者が検察庁へ気軽に被害相談や事件に対する問い合わせを行うことができるように専用
電話として「被害者ホットライン」が全国の地方検察庁に設けられています。
　「被害者ホットライン」は、電話、ファックスでの利用が可能となっております。夜間や休
日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっていますので、ご利用ください。

相談機関③　保護観察所

秋田保護観察所
犯罪被害者等相談窓口

法務省

秋田市山王七丁目１番２号　秋田地方法務合同庁舎
電話　018-862-4718

更生保護における犯罪被害者等施策ホームページ
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_victim.html

　全国の保護観察所には、被害者担当官及び被害者担当保護司が配置されており、被害者からの
電話や来庁による相談や問い合わせに応じ、悩みや不安等を聞いたり、各種制度の説明や関係機
関の紹介等を行っています。
※　詳細は、13ページの『⑥保護観察所の被害者支援制度』を参考にしてください。

相談機関⑤　日本司法支援センター（法テラス）

日本司法支援センター
（法テラス）

被害者支援ダイヤル　0120-079714
ホームページ　https://www.houterasu.or.jp

秋田弁護士会
受付電話　018-896-5599　　
ホームページ　https://akiben.jp/

　法テラスは、国が設立した公的な法人です。犯罪被害にあわれた方やご家族の方に対し、
「支援」に関する様々な情報を提供しています。

相談機関⑥　秋田弁護士会

　秋田弁護士会では、犯罪被害にあわれた方及びそれらの家族の方を支援するため、「秋田
弁護士会犯罪被害者支援センター」を設置し、担当弁護士が相談に応じています。
　詳しくは、秋田弁護士会にお問い合わせください。

①　お問い合わせの内容に応じ、相談窓口をご紹介します。
②　裁判手続や支援制度などをご紹介します。
③　犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介します。
④　一定の要件に該当される方は、弁護士費用などの援助制度をご利用いただけます。
⑤　被害者参加人の意見を聴いて、国選被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知する
　業務を行います。

相談機関④　矯正施設（刑務所等）

法務省矯正局
刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度
ホームページ
https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/SHINJO/

秋田刑務所
被害者担当官　

秋田市川尻新川町１－１　
電話　専用回線　018-866-2510

　全国の矯正管区・矯正施設（刑務所、少年院、少年鑑別所）では、被害者から、被害に関する
心情、被害を受けられた方の置かれている状況、受刑・在院中の加害者の生活や行動に関する御
意見を伺い、これを受刑中・在院中の加害者に伝えます。
　加害者に対しては、被害の実情等を直視させ、反省や悔悟の情が深まるよう指導等を行います。
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秋田労働局　雇用環境・均等室 電話　018-862-6684

相談機関⑦　秋田労働局

　秋田労働局では、個々の労働者と事業主との労働関係トラブルの未然防止や労使による
自主的な解決を促進することを目的とした個別労働紛争解決制度により相談に応じています。

　詳しくは、秋田労働局雇用環境・均等室、又は最寄りの労働
基準監督署内の総合労働相談コーナーにお問い合わせください。

①　総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談
②　都道府県労働局長による助言・指導
③　紛争調整委員会によるあっせん

相談機関⑧　人権擁護機関

常設人権相談所

インターネット人権
相談受付窓口

（１）秋田地方法務局　人権擁護課
　　　　秋田市山王7丁目１番３号　秋田合同庁舎2階

（２）秋田地方法務局　能代支局
　　　　能代市大町5番36号

（３）秋田地方法務局　本荘支局
　　　　由利本荘市給人町17番　本荘合同庁舎

（４）秋田地方法務局　大館支局
　　　　大館市柄沢字狐台7番地73

（５）秋田地方法務局　大曲支局
　　　　大仙市大曲住吉町1番45号

電話　0570ｰ003ｰ110（みんなの人権１１０番）
　※　最寄りの法務局・支局につながります。

　法務省ホームページ上にパソコン、携帯電話及びスマートフォンの
いずれも使用可能なインターネットによる人権相談受付窓口を開設し、
24時間365日相談を受け付けています。

https://www.jinken.go.jp
パソコン、携帯電話、スマートフォン共通

　全国の法務局・地方法務局又はその支局では、国民の人権を擁護する
ための取組の一つとして、人権相談所を設置し、法務局職員や法務大臣
が委嘱した人権擁護委員が、被害者の人権問題についても人権相談に応
じています。
　被害者に対する人権侵害の疑いのある事案については、人権侵犯事件
として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じています。
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https://www.jinken.go.jp
パソコン、携帯電話、スマートフォン共通

　全国の法務局・地方法務局又はその支局では、国民の人権を擁護する
ための取組の一つとして、人権相談所を設置し、法務局職員や法務大臣
が委嘱した人権擁護委員が、被害者の人権問題についても人権相談に応
じています。
　被害者に対する人権侵害の疑いのある事案については、人権侵犯事件
として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じています。

相談機関⑩　公益社団法人 秋田被害者支援センター

　秋田県公安委員会は、公益社団法人秋田被害者支援センターを犯罪被害者等早期援助団体に
指定しています。犯罪行為の発生後、速やかに被害者を支援することにより、被害の早期の軽
減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められている非営利法人です。

①　電話相談
　　センター相談員がご相談に応じます。

②　面接相談
　　電話相談後、必要に応じて行われます。

③　付添い支援
　　病院・警察・検察庁・法廷へ付き添ったり、日々の生活のお手伝いをすることができます。

④　特別支援
　　性犯罪及びストーカー行為、傷害事件などの被害者に対する治療費及び転居費用などを補
　助できる場合があります。

⑤　自助グループへの支援
　　同じような被害にあわれた被害者同士が集う交流の場の提供や活動の支援をしています。
　　　交通死亡事故被害者の会（自助グループ）
　　　【対 　 象 　 者】交通死亡事故被害者の方（ご遺族）
　　　【参 加 方 法】電話でお申込みください。
　　　【お問い合せ先】秋田被害者支援センター
　　　　　　　　　　　※参加は無料です。

⑥　被害者の支援に関する広報活動、啓発活動
　　被害者の置かれた状況と、支援の必要性を社会に伝える広報・啓発活動を実施しています。

⑦　犯罪被害給付制度の説明と申請補助

①　性暴力被害に関する電話・面接相談
②　医療機関や警察への付添い
③　性暴力被害に伴う初診料や検査費用、緊急避妊措置料等の助成
④　臨床心理士等によるカウンセリングの提供
⑤　弁護士等の紹介

あきた性暴力被害者サポートセンター
（ほっとハートあきた）

公益社団法人　
秋田被害者支援センター

秋田市旭北栄町１番５号　秋田県社会福祉会館本館４階
相談電話　0120ｰ62ｰ8010（フリーダイヤル）
（祝日を除く月～金曜日　10：00～16：00）
https://www.avs.or.jp

相談機関⑨　あきた性暴力被害者サポートセンター
（ほっとハートあきた）

　あきた性暴力被害者サポートセンター（ほっとハートあきた）は、性暴力被害者を支援する
ため、専門の相談窓口として秋田県が設置した相談センターです。
　医療機関、関係機関と連携・協力して、少しでも早く心身の負担を軽減し、健康が回復され
るように、必要な支援を行います。

電話
○携帯電話・NTT固定電話からは「＃8891」
○NTTひかり電話からは「0120-8891-77」
（月～金曜日 10:00～19:00）
メールアドレス hotheart-akita@vega.ocn.ne.jp
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秋田県公式ホームページ
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2466

美の国あきたネット＞分野別＞暮らし・環境＞
犯罪被害者等支援 ＞
犯罪被害者等に対する支援を行う相談機関等のご案内

○市町村の相談窓口
○各地域振興局総務企画部地域企画課

電話 018-860-1522
秋田県生活環境部県民生活課
安全安心まちづくり・交通安全チーム

被害者支援の総合的な対応窓口として、被害者からの相談を受け
付け、内容に応じた専門的な相談機関や支援制度に関する情報提供
のほか、連絡調整を行います。

なお、市町村では、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度を制
定しています。

① まずは、相談機関の支援担当者に、困り事や
必要な支援について相談します。

② 必要とする支援が複数の機関に及ぶ場合に、
①で相談した機関の支援担当者からコーディ
ネーターに情報提供します。

情報提供は、犯罪被害者等の同意を得られた
場合に行います。

③ コーディネーターが面談等により被害者が
置かれた状況や必要とする支援等を伺います。

④ コーディネーターが各機関による支援を調整
し、支援計画を立てて、各機関から
支援を提供します。

電話 018-860-1522
秋田県公式ホームページ
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/93715

秋田県生活環境部県民生活課
安全安心まちづくり・交通安全
チーム

犯罪被害者等が医療面、生活面、経済面などの様々な支援を必要とする際に、複数の機関・
窓口を回って何度も説明しなくても必要な支援に確実にたどり着けるようにするために、県が
構築した制度です。

多機関ワンストップサービスでは、県からの委託を受けた専門のコーディネーターが支援に
関するニーズを一元的に把握し、関係機関への情報提供や支援の調整を行います。

コーディネーターに
依頼してみませんか?

コーディネーター

被害者

センター

様々な機関・団体による
中長期的な支援が必要だ。

支援担当者

①

②

③

④

県

支援担当者

コーディネーター

どういったことでお困りですか？
～のような問題はありませんか？

怪我のため収入が減りそうで、
この先の生活が心配です。

その他にも･･･

わかりました。
関係機関・団体で話し合って、
支援計画案を作成します。

被害者
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表紙の写真は犯罪の被害に遭われた方が提供してくださいました。 26

人の生命又は身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げ、又は重障害を受けた者の子弟
のうち、経済的理由により修学が困難な方に対する奨学金の給与、その他の犯罪被害者に係
る救援事業を行っています。

① 奨学金の給与
② 支援金の支給
③ 生活の指導及び相談事業

電話 03-5226-1020
ホームページ http://kyuenkikin.or.jp/

公益財団法人
犯罪被害救援基金

女性相談支援センター、県各福祉事務所及び中央男女共同参画センター（ハーモニー相談室）
において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。

① 相談や相談機関の紹介
② カウンセリング
③ 被害者及び同伴家族の一時保護

（一時保護については、女性相談支援センターが自ら行うか、女性相談支援センターから
一定の基準を満たす者に委託して行うこととなります。）

④ 情報提供

（自立生活促進のための就業支援、住居確保、援護等に関する制度の利用、
保護命令制度の利用、保護する施設の利用に関する情報提供等）

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/
e-vaw/soudankikan/01.html配偶者暴力相談支援センター

公益財団法人 秋田県暴力追放運動推進センターは、暴力団排除活動の中核として、暴力団
に関するトラブルにあった方への支援と助言を積極的に行っています。

① 民事訴訟の支援
② 被害者の救援
③ 暴力団等が関係する困りごと相談

秋田市山王四丁目１番5号 秋田県警察本部内

電話 0120-893-184
https://www.akita-boutsui.jp/
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ boutsui.@amber.plala.or.jp

公益財団法人
秋田県暴力追放運動推進センター

やくざ いやよ

秋田県公式ホームページ
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2466

美の国あきたネット＞分野別＞暮らし・環境＞
犯罪被害者等支援 ＞
犯罪被害者等に対する支援を行う相談機関等のご案内

○市町村の相談窓口
○各地域振興局総務企画部地域企画課

電話 018-860-1522
秋田県生活環境部県民生活課
安全安心まちづくり・交通安全チーム

被害者支援の総合的な対応窓口として、被害者からの相談を受け
付け、内容に応じた専門的な相談機関や支援制度に関する情報提供
のほか、連絡調整を行います。

なお、市町村では、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度を制
定しています。

① まずは、相談機関の支援担当者に、困り事や
必要な支援について相談します。

② 必要とする支援が複数の機関に及ぶ場合に、
①で相談した機関の支援担当者からコーディ
ネーターに情報提供します。

情報提供は、犯罪被害者等の同意を得られた
場合に行います。

③ コーディネーターが面談等により被害者が
置かれた状況や必要とする支援等を伺います。

④ コーディネーターが各機関による支援を調整
し、支援計画を立てて、各機関から
支援を提供します。

電話 018-860-1522
秋田県公式ホームページ
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/93715

秋田県生活環境部県民生活課
安全安心まちづくり・交通安全
チーム

犯罪被害者等が医療面、生活面、経済面などの様々な支援を必要とする際に、複数の機関・
窓口を回って何度も説明しなくても必要な支援に確実にたどり着けるようにするために、県が
構築した制度です。

多機関ワンストップサービスでは、県からの委託を受けた専門のコーディネーターが支援に
関するニーズを一元的に把握し、関係機関への情報提供や支援の調整を行います。

コーディネーターに
依頼してみませんか?

コーディネーター

被害者

センター

様々な機関・団体による
中長期的な支援が必要だ。

支援担当者

①

②

③

④

県

支援担当者

コーディネーター

どういったことでお困りですか？
～のような問題はありませんか？

怪我のため収入が減りそうで、
この先の生活が心配です。

その他にも･･･

わかりました。
関係機関・団体で話し合って、
支援計画案を作成します。

被害者



被害者連絡は

　　　　　　警察署　　　　　　　課　　　　　　　　　　が担当いたします。
　
　電話は　　　　　　　　　　 （内線　　　　）です。

あなたの担当捜査員は　　　　　　課（内線　　　　）の　　　　　　　　です。

あなたの事件は　　　　　　警察署（電話　　　　　　　　）が担当いたします。

あきたけんけいさつ

被害者とその家族のために

令和８年３月発行


